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非常用ディーゼル発電設備燃料油系主配管の地震相対変位に対する考慮について 

 

1. はじめに 

非常用ディーゼル発電設備燃料油系のうち，燃料移送系配管ダクト（以下，ダクト）に敷設さ

れている配管については，原子炉建屋とダクト間のジョイントＡ，ダクト同士のジョイントＢ，

ダクトと軽油タンク基礎間のジョイントＣにおける地震相対変位を吸収する目的でフレキシブル

ホースを設置している。 

本資料では，非常用ディーゼル発電設備燃料油系に使用するフレキシブルホースが地震相対変

位を吸収可能であることを説明するものである。フレキシブルホースの設置箇所を図 1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 非常用ディーゼル発電設備燃料油系概略系統図（抜粋） 

 

 

 

 

 

1000mm タイプフレキシブルホース（E2） 

1300mm タイプフレキシブルホース（E1） 

※E1 代表個所

（凡例） 

※E2 代表個所

ジョイントＣ ジョイントＢ ジョイントＡ 
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2. フレキシブルホースの構造 

フレキシブルホースの構造図を図 2-1，代表箇所の鳥瞰図を図 2-2，図 2-3 に示す。 

非常用ディーゼル発電設備燃料油系で使用するフレキシブルホースは消防法に適合する必要が

あり，消防法性能評定可撓管継手（消防危第２０号油配管用）を使用する。消防危第２０号「可

撓管継手の設置等に関する運用基準について」では，５（１）で「可撓管継手は、圧縮又は伸長

して用いないこと。」と定められている。そのため，ここで用いるフレキシブルホースは「軸直角

方向の変位のみを吸収する」ものとし，1 つのジョイント部に 2 つのフレキシブルホースをそれ

ぞれ図 2-2，図 2-3 の鳥瞰図に示すとおり水平方向及び鉛直方向に設置することにより 3 方向の

地震相対変位を吸収するものである。 

  水平方向のフレキシブルホースは鳥瞰図に示す座標系のＸ,Ｙ方向，鉛直方向のフレキシブルホ

ースはＺ方向の相対変位を吸収するものである。 
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図 2-1 フレキシブルホース構造図 
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図 2-2 1300mm タイプフレキシブルホース（E1）代表箇所の鳥瞰図 

 

 
図 2-3 1000mm タイプフレキシブルホース（E2）代表箇所の鳥瞰図 

E1 代表箇所 

E2 代表箇所 

（凡例） 

地震相対変位の吸収方向 

（凡例） 

地震相対変位の吸収方向 

225.4mm 

26.1mm 

202.3mm 

61.0mm 

33.6mm 

143.3mm 



 

 

3. 地震相対変位についての評価 

 地震相対変位による疲労評価結果を表 3-1 に示す。なお，評価方法は設計・建設規格 PPC-3416 を準用した。 

評価の結果，実際の繰返し回数（Ｎｒ）と許容繰返し回数（Ｎ）の比（Ｕ＝Ｎｒ／Ｎ）は 1以下であり，伸縮継手の強度は十分であることを確認

した。 

  なお，伸縮継手の地震慣性力による影響は，配管側についてはⅤ-2-10-1-2-1-7「管の耐震性についての計算書」において，解析モデルに伸縮継

手の質量を付加質量として考慮した上で評価しており，十分な構造強度を有していることを確認している。また，伸縮継手側については地震慣性力

によるベローズの伸縮量は地震相対変位に比べて微小であることから，地震慣性力を考慮しても伸縮継手の疲労評価に影響はないと考える。 

 

表 3-1 フレキシブルホースの疲労評価結果 

ＮＯ． 

最高使
用 

圧力 
Ｐ

(MPa) 

最高
使用 
温度 
(℃) 

材料 
縦弾性 
係数 

Ｅ(MPa) 

ｔ 
(mm) 

全伸縮量 
δ 

(mm) 

ｂ 
(mm) 

ｈ 
(mm) 

ｎ ｃ 算
式 

継手部 
応力 
σ 

(MPa) 

Ｎ 
×103 

Ｎｒ 
×103 

Ｕ 
 

E1 0.98 66 SUS304 192000  39.00*1     A 561 33.7 0.20 0.0060 

E2 0.98 66 SUS304 192000  35.00*2     A 656 19.4 0.20 0.0103 

 注記＊1： 地震相対変位（水平方向：225.4mm）＊3によりベローズに生じる最大変位から換算した等価軸方向変位量。 

   ＊2： 地震相対変位（水平方向：143.3mm, 鉛直方向：33.6mm）＊3によりベローズに生じる最大変位から換算した等価軸方向変位量。 

＊3： Ⅴ-2-10-1-2-1-7「管の耐震性についての計算書」の構造強度評価に使用している地震相対変位。 

 

 評価：Ｕ≦1，よって十分である。 
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別紙 1 

Ⅴ-3-2-9 重大事故等クラス 2管の強度計算方法（抜粋） 

 

 

2.8 伸縮継手の強度計算 

伸縮継手の強度計算は，設計・建設規格 PPC-3416を適用する。 

(1) 記号の説明 

設計・建設 

規格の記号 
計算書の表示 表   示   内   容 単  位 

ｂ ｂ 継手部の波のピッチの 2分の 1 mm 

ｃ ｃ 継手部の層数 ― 

Ｅ Ｅ 材料の縦弾性係数 

設計・建設規格 付録材料図表 Part6 表 1 に

よる。 
MPa 

ｈ ｈ 継手部の波の高さ mm 

Ｎ Ｎ 許容繰返し回数 ― 

 Ｎｒ 実際の繰返し回数 ― 

ｎ ｎ 継手部の波数の 2倍の値 ― 

ｔ ｔ 継手部の板の厚さ mm 

 Ｕ 実際の繰返し回数(Ｎｒ)／許容繰返し回数(Ｎ) ― 

δ δ 全伸縮量 mm 

σ σ 継手部応力 MPa 

 算  式 

A 
 

調整リング無しの場合 
― 

 B 調整リング付きの場合  

 

(2) 継手部の形状 

継手部の形状を図2－16に示す。 
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ｂ

ｔ

 

 

図 2－16 継手部の形状 
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(3) 算式 

伸縮継手の許容繰返し回数は 

3.5

σ

11031
Ｎ＝  

ただし，材料がステンレス鋼及び高ニッケル合金のものに限る。 

a. 調整リングが付いていない場合の継手部応力 

・ｃ・ｔ2

・ｈＰ
＋

・ｈｂ・ｎ

・Ｅ・ｔ・1.5
＝

２

２

３

δ
σ   ····························································· (Ａ) 

b. 調整リングが付いている場合の継手部応力 

ｔ・ｃ

・ｈＰ
＋

・ｈｂ・ｎ

・Ｅ・ｔ・1.5
＝

３

δ
σ   ································································ (Ｂ) 

(4) 評価 

実際の繰返し回数（Ｎｒ）と許容繰返し回数（Ｎ）の比（Ｕ＝Ｎｒ／Ｎ）がＵ≦1であれば，

伸縮継手の強度は十分である。 

実際の繰返し回数が2種類以上の場合は，実際の繰返し回数と許容繰返し回数の比を加えた

値（Ｕ＝
i

ｒｉ ｉ( )Ｎ ／Ｎ ）がＵ≦1であれば，伸縮継手の強度は十分である。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




